
様式４ 

重要取組シート 

取組項目 生活保護世帯の子どもへの自立支援 

現状・課題 

○生活保護世帯の大学生等に対する生活実態調査の実施（平成 28年 10～12月） 

・市内の生活保護世帯の大学生等を対象に生活実態の把握を目的に実施 

・ケースワーカー（以下「CW」という。）の企画により実施 

・本調査の結果は、複数の報道機関によって取り上げられ、国会においても本調査を紹介のうえ、 

質疑が行われた。この取組が、生活保護制度改正を後押しすることとなった。 

○堺市学習と居場所づくり支援事業の実施 

・平成 27年度より生活保護世帯及び生活困窮世帯の子ども（主に高校在学年齢）を対象に、 

無料で学習できる場であり居場所となる場（Litto）を提供 

・市内 3区 5か所（堺東・白鷺・泉ヶ丘）にて開催し、学習習慣の形成のための支援（学習支援） 

と社会性を育む支援（社会性支援）を実施 

○堺市中高生等未来応援プログラムの策定 

・平成 29年 6月～平成 30年 2月にかけて、CWが中心となり、生活保護世帯の子どもを 

対象とした進路（就学）支援プログラムの策定に向けた取組を実施 

・平成 30年 2月、生活保護世帯の子どもが生まれ育った環境によって左右されることなく、 

将来希望する進路を実現できるよう、重要な時期に切れめなく支援することを目的とした 

「堺市中高生等未来応援プログラム」を策定 

取組みの 

内  容 

 

 

○堺市中高生等未来応援プログラムの実施  （平成 30年 4月より実施） 

・本プログラム策定とともに、CWが作成した、進路選択時の参考となる情報を集めた冊子 

「ココから！」や一人ひとりの進路希望を確認するチェックシート「STEP MAP」を 

積極的に活用し、CWが生活保護世帯の子どもとの面談を実施し、一人ひとりに応じた 

進路選択や将来に向けた支援を実施します。 

○Littoの拡充 （平成 30年中に、西区内に開設） 

・生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもが、さらに参加しやすくなるとともに、Littoにおける

学習支援や社会性支援の充実を図ります。 

○堺市高校卒業見込者等への進路支援事業（新規事業）の実施  （平成 30年中に開始） 

・CWが中心となり、生活保護世帯の高校生等に対して、進路選択を行う大切な時期に、 

必要となる費用等の情報提供を行うことで、進学前後の経済的な不安の軽減を図り、 

希望する進路の実現に向けた支援を行います。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ （４月）「堺市中高生等未来応援プログラム」の実施開始 

□ （４～7月）Littoの拡充に向けた関係者との調整 

中期 

（～11月） 

□ （８～９月）生活保護世帯の子ども（中学生及び高校在学年齢）との面談の実

施 

□ （８～９月）Littoの拡充（西区内への開設） 

□ （10～11月）「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の実施開始 

後期 

（～3月） 

□ （12～３月）「堺市学習と居場所づくり支援事業」の継続実施 

□ （12～３月）「堺市中高生等未来応援プログラム」の継続実施 

□ （12～3月）「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の継続実施 

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課 
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３１年度 

以降 

□ 「堺市中高生等未来応援プログラム」の実施状況の効果検証、見直しの実施 

□ 「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の実施状況の効果検証、見直しの

実施 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ （４月）「堺市中高生等未来応援プログラム」の実施開始 

□ （４～５月）Littoの拡充に向けた関係者との調整 

□ （６月～）Littoの拡充（西区内での試行実施） 

□ （６月～）「ココから！」の配布開始 

□ （７月～）「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の実施開始 

中期 

（～11月） 

□ （8月～）Littoの拡充（西区内での本格実施） 

□ （8～9月）生活保護世帯の子ども（中学生及び高校在学年齢）との面談の実施 

□ （8月～11月）「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の継続実施 

後期 

（～3月） 

□ （12～３月）「堺市学習と居場所づくり支援事業」の継続実施 

□ （12～３月）「堺市中高生等未来応援プログラム」の継続実施 

□ （12～3月）「堺市高校卒業見込者等への進路支援事業」の継続実施 

 


